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栃木県告示第491号

平成26年度栃木県一般会計補正予算（第３号）等については、平成26年10月14日成立したので、その要領を

次のとおり公表する｡

平成26年10月17日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 平成26年度栃木県一般会計補正予算（第３号）

今回の補正予算は、「財政健全化取組方針」を踏まえつつ、安全・安心な暮らしの実現や竜巻による農業

被害等への対応など、県民生活に関わる緊要な課題等に適切に対処することとして編成したものである。

補正予算の総額は、59億3,470万円の増額となり、既定予算が7,829億1,645万円であったので、補正後の

予算総額は、7,888億5,115万円となった｡

歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡

(1) 歳入 （単位 千円）

款 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 215,000,000 215,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 47,923,000 47,923,000

３ 地 方 譲 与 税 37,400,000 37,400,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 800,000 800,000

５ 地 方 交 付 税 127,115,040 127,115,040

６ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 700,000 700,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 3,508,859 3,508,859

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 7,822,729 7,822,729

９ 国 庫 支 出 金 91,595,455 1,156,375 92,751,830

10 財 産 収 入 2,041,589 2,296 2,043,885

11 寄 附 金 61,317 61,317

12 繰 入 金 34,417,243 1,557,949 35,975,192

13 繰 越 金 1,950,140 1,104,369 3,054,509

14 諸 収 入 112,807,078 57,711 112,864,789

15 県 債 99,774,000 2,056,000 101,830,000

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

(2) 歳出 （単位 千円）
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平成26年度栃木県一般会計補正予算（第３号）等については、平成26年10月14日成立したので、その要領を

次のとおり公表する｡

平成26年10月17日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 平成26年度栃木県一般会計補正予算（第３号）

今回の補正予算は、「財政健全化取組方針」を踏まえつつ、安全・安心な暮らしの実現や竜巻による農業

被害等への対応など、県民生活に関わる緊要な課題等に適切に対処することとして編成したものである。

補正予算の総額は、59億3,470万円の増額となり、既定予算が7,829億1,645万円であったので、補正後の

予算総額は、7,888億5,115万円となった｡

歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡

(1) 歳入 （単位 千円）

款 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 215,000,000 215,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 47,923,000 47,923,000

３ 地 方 譲 与 税 37,400,000 37,400,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 800,000 800,000

５ 地 方 交 付 税 127,115,040 127,115,040

６ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 700,000 700,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 3,508,859 3,508,859

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 7,822,729 7,822,729

９ 国 庫 支 出 金 91,595,455 1,156,375 92,751,830

10 財 産 収 入 2,041,589 2,296 2,043,885

11 寄 附 金 61,317 61,317

12 繰 入 金 34,417,243 1,557,949 35,975,192

13 繰 越 金 1,950,140 1,104,369 3,054,509

14 諸 収 入 112,807,078 57,711 112,864,789

15 県 債 99,774,000 2,056,000 101,830,000

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

(2) 歳出 （単位 千円）

款 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,486,405 1,486,405

２ 総 務 費 31,070,425 23,882 31,094,307

３ 民 生 費 92,473,802 1,835,187 94,308,989

４ 衛 生 費 58,221,166 341,929 58,563,095

５ 労 働 費 6,369,726 943 6,370,669

６ 農 林 水 産 業 費 44,000,642 413,370 44,414,012

７ 商 工 費 92,474,091 92,474,091

８ 土 木 費 68,611,457 2,200,000 70,811,457

９ 警 察 費 43,181,353 164,410 43,345,763

10 教 育 費 188,871,126 954,979 189,826,105

11 災 害 復 旧 費 2,961,835 2,961,835

12 公 債 費 103,117,422 103,117,422

13 諸 支 出 金 49,277,000 49,277,000

14 予 備 費 800,000 800,000

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

(3) 歳出（性質別） （単位 千円）

区 分 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 205,104,709 205,104,709

２ 公 共 事 業 費 48,798,705 147,666 48,946,371

３ 建 設 事 業 費 57,704,545 4,292,194 61,996,739

４ 公 債 償 還 費 103,117,422 103,117,422

５ 主 要 義 務 費 110,049,249 45,321 110,094,570

６ 税 交 付 金 等 49,277,000 49,277,000
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款 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,486,405 1,486,405

２ 総 務 費 31,070,425 23,882 31,094,307

３ 民 生 費 92,473,802 1,835,187 94,308,989

４ 衛 生 費 58,221,166 341,929 58,563,095

５ 労 働 費 6,369,726 943 6,370,669

６ 農 林 水 産 業 費 44,000,642 413,370 44,414,012

７ 商 工 費 92,474,091 92,474,091

８ 土 木 費 68,611,457 2,200,000 70,811,457

９ 警 察 費 43,181,353 164,410 43,345,763

10 教 育 費 188,871,126 954,979 189,826,105

11 災 害 復 旧 費 2,961,835 2,961,835

12 公 債 費 103,117,422 103,117,422

13 諸 支 出 金 49,277,000 49,277,000

14 予 備 費 800,000 800,000

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

(3) 歳出（性質別） （単位 千円）

区 分 既 定 予 算 額 補 正 額 補 正 後

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 205,104,709 205,104,709

２ 公 共 事 業 費 48,798,705 147,666 48,946,371

３ 建 設 事 業 費 57,704,545 4,292,194 61,996,739

４ 公 債 償 還 費 103,117,422 103,117,422

５ 主 要 義 務 費 110,049,249 45,321 110,094,570

６ 税 交 付 金 等 49,277,000 49,277,000

７ 一 般 行 政 費 83,890,934 1,325,318 85,216,252

８ 受 託 事 務 費 1,666,381 1,666,381

９ 県 単 補 助 金 14,120,804 124,201 14,245,005

10 県 単 貸 付 金 98,552,627 98,552,627

11 災 害 復 旧 費 2,881,044 2,881,044

12 直 轄 事 業 負 担 金 7,753,030 7,753,030

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

部局別主要事業 （単位 千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔経営管理部〕

1幼稚園耐震化事業費 780,490 安心こども基金を活用した、認定こども園への移行を予定する

私立幼稚園の耐震化への助成に要する経費の補正

（補正前） 1,859,485 →（補正後） 2,639,975

・補 助 率 基金 1/2以内

・対象園数 （補正前）17園→（補正後）21園

〔環境森林部〕

2とちぎの元気な森 126,286 とちぎの元気な森づくり県民税による奥山林等の整備等に要す

づくり県民税事業費 る経費の補正

（補正前） 1,673,063 →（補正後） 1,799,349

1 基金積立金 41,286

2 とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業費 73,000

(1)間伐事業費 62,821

(2)利用促進間伐事業費 691

(3)獣害対策事業費 9,488

3 明るく安全な里山林整備事業費 12,000

(1)地域で育み未来につなぐ里山林整備事業費 7,325

(2)野生獣被害軽減のための里山林整備事業費 4,675

3防災拠点施設再生 219,066 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金による基金の積立及び防

可能エネルギー等 災拠点施設への再生可能エネルギー等の導入に要する経費の補正

導 入 推 進 事 業 費 （補正前） 601,147 →（補正後） 820,213

1 地域環境保全基金積立金 200,066

2 防災拠点施設再生可能エネルギー等導入推進事業費 19,000

・市町防災拠点施設 ５市町６施設

4特用林産施設風害 5,720 ８月10日の竜巻により被害を受けた特用林産施設に係る生産維

緊 急 支 援 事 業 費 持のための助成及び資金の融通措置に要する経費

・事業主体 市町村

1 被害特用林産施設撤去緊急支援事業費 20

・補 助 対 象 被害特用林産施設（被害程度70％以上）の
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７ 一 般 行 政 費 83,890,934 1,325,318 85,216,252

８ 受 託 事 務 費 1,666,381 1,666,381

９ 県 単 補 助 金 14,120,804 124,201 14,245,005

10 県 単 貸 付 金 98,552,627 98,552,627

11 災 害 復 旧 費 2,881,044 2,881,044

12 直 轄 事 業 負 担 金 7,753,030 7,753,030

合 計 782,916,450 5,934,700 788,851,150

部局別主要事業 （単位 千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔経営管理部〕

1幼稚園耐震化事業費 780,490 安心こども基金を活用した、認定こども園への移行を予定する

私立幼稚園の耐震化への助成に要する経費の補正

（補正前） 1,859,485 →（補正後） 2,639,975

・補 助 率 基金 1/2以内

・対象園数 （補正前）17園→（補正後）21園

〔環境森林部〕

2とちぎの元気な森 126,286 とちぎの元気な森づくり県民税による奥山林等の整備等に要す

づくり県民税事業費 る経費の補正

（補正前） 1,673,063 →（補正後） 1,799,349

1 基金積立金 41,286

2 とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業費 73,000

(1)間伐事業費 62,821

(2)利用促進間伐事業費 691

(3)獣害対策事業費 9,488

3 明るく安全な里山林整備事業費 12,000

(1)地域で育み未来につなぐ里山林整備事業費 7,325

(2)野生獣被害軽減のための里山林整備事業費 4,675

3防災拠点施設再生 219,066 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金による基金の積立及び防

可能エネルギー等 災拠点施設への再生可能エネルギー等の導入に要する経費の補正

導 入 推 進 事 業 費 （補正前） 601,147 →（補正後） 820,213

1 地域環境保全基金積立金 200,066

2 防災拠点施設再生可能エネルギー等導入推進事業費 19,000

・市町防災拠点施設 ５市町６施設

4特用林産施設風害 5,720 ８月10日の竜巻により被害を受けた特用林産施設に係る生産維

緊 急 支 援 事 業 費 持のための助成及び資金の融通措置に要する経費

・事業主体 市町村

1 被害特用林産施設撤去緊急支援事業費 20

・補 助 対 象 被害特用林産施設（被害程度70％以上）の

撤去

・補 助 率 1/2

2 特用林産施設復旧利子助成費（債務負担行為）

・対 象 資 金 農業近代化資金（災害復旧支援資金）

農林漁業施設資金（災害復旧）

・利子助成期間 最大２年間

・債務負担行為限度額 35千円

3 被災農業者向け経営体育成支援事業費（特用林産施設）

5,700

・補 助 対 象 被害特用林産施設の再建・修繕

・補 助 率 国 3/10、県 3/10、市町村 1/10

〔保健福祉部〕

5小児救急電話相談 3,581 小児救急電話相談の相談時間の延長に要する経費

事 業 費 （補正前） 6,300 →（補正後） 9,881

・相談時間 （補正前）毎日18時から23時

→（補正後）毎日18時から翌８時、休日８時から18

時

・開始時期 平成26年12月

6介護保険財政安定化 45,321 市町村の介護保険財政の安定化を図るための介護保険財政安定

基 金 事 業 費 化基金による資金の貸付に要する経費

・貸付対象 介護給付費の増大等により財政不足が見込まれる

市町村

・貸 付 先 小山市

7開設準備経費助成 13,200 介護職員処遇改善等臨時特例基金を活用した、介護施設等の開

特 別 対 策 事 業 費 設準備経費への助成に要する経費の補正

（補正前） 295,200 →（補正後） 308,400

・事業主体 市町村及び社会福祉法人等

8介護基盤緊急整備等 35,100 介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用した、介護施設等の緊

臨時特例基金事業費 急整備への助成に要する経費の補正

（補正前） 644,050 →（補正後） 679,150

・事業主体 市町村及び社会福祉法人等

9がん診療連携拠点 5,333 がん医療の均てん化を推進するための地域がん診療病院に対す

病院等整備事業費 る助成

・補助対象 芳賀赤十字病院

・補 助 率 10/10（国 1/2、県 1/2）

10難 病 患 者 等 支 援 10,239 小児慢性特定疾患患者及び特定疾患患者への医療費助成等に要

事 業 費 する経費の補正

（補正前） 2,499,036 →（補正後） 2,509,275

1 小児慢性特定疾患対策費 1,995

2 特定疾患対策費 8,244

11社 会 福 祉 施 設 等 838,050 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用した、障害者福祉

耐震化等臨時特例 施設の整備に対する助成

基 金 事 業 費 ・事業主体 (福)とちぎ健康福祉協会
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撤去

・補 助 率 1/2

2 特用林産施設復旧利子助成費（債務負担行為）

・対 象 資 金 農業近代化資金（災害復旧支援資金）

農林漁業施設資金（災害復旧）

・利子助成期間 最大２年間

・債務負担行為限度額 35千円

3 被災農業者向け経営体育成支援事業費（特用林産施設）

5,700

・補 助 対 象 被害特用林産施設の再建・修繕

・補 助 率 国 3/10、県 3/10、市町村 1/10

〔保健福祉部〕

5小児救急電話相談 3,581 小児救急電話相談の相談時間の延長に要する経費

事 業 費 （補正前） 6,300 →（補正後） 9,881

・相談時間 （補正前）毎日18時から23時

→（補正後）毎日18時から翌８時、休日８時から18

時

・開始時期 平成26年12月

6介護保険財政安定化 45,321 市町村の介護保険財政の安定化を図るための介護保険財政安定

基 金 事 業 費 化基金による資金の貸付に要する経費

・貸付対象 介護給付費の増大等により財政不足が見込まれる

市町村

・貸 付 先 小山市

7開設準備経費助成 13,200 介護職員処遇改善等臨時特例基金を活用した、介護施設等の開

特 別 対 策 事 業 費 設準備経費への助成に要する経費の補正

（補正前） 295,200 →（補正後） 308,400

・事業主体 市町村及び社会福祉法人等

8介護基盤緊急整備等 35,100 介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用した、介護施設等の緊

臨時特例基金事業費 急整備への助成に要する経費の補正

（補正前） 644,050 →（補正後） 679,150

・事業主体 市町村及び社会福祉法人等

9がん診療連携拠点 5,333 がん医療の均てん化を推進するための地域がん診療病院に対す

病院等整備事業費 る助成

・補助対象 芳賀赤十字病院

・補 助 率 10/10（国 1/2、県 1/2）

10難 病 患 者 等 支 援 10,239 小児慢性特定疾患患者及び特定疾患患者への医療費助成等に要

事 業 費 する経費の補正

（補正前） 2,499,036 →（補正後） 2,509,275

1 小児慢性特定疾患対策費 1,995

2 特定疾患対策費 8,244

11社 会 福 祉 施 設 等 838,050 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用した、障害者福祉

耐震化等臨時特例 施設の整備に対する助成

基 金 事 業 費 ・事業主体 (福)とちぎ健康福祉協会

・補 助 率 3/4（基金 1/2、県 1/4）

12地域自殺対策緊急 21,138 地域自殺対策緊急強化基金を活用した、自殺対策の推進に要す

強 化 基 金 事 業 費 る経費の補正

（補正前） 65,503 →（補正後） 86,641

・事業内容 啓発イベント開催、啓発資料作成・配布等

13安 心 こ ど も 基 金 744,322 子育て支援対策臨時特例交付金による基金の積立に要する経費

積 立 金 の補正

（補正前） 3,494,676 →（補正後） 4,238,998

・目的 私立幼稚園の耐震化への助成

〔農政部〕

14農作物等風害緊急 115,072 ８月10日の竜巻により被害を受けた農作物の生産維持のための

支 援 事 業 費 助成及び資金の融通措置に要する経費

・事業主体 市町村

1 農漁業災害対策特別措置費 255

(1)病害虫防除用農薬購入費等補助金 127

・補 助 対 象 病害虫防除用農薬購入費、樹草勢回復用肥

料購入費、被害農作物取りかたづけ作業費

・補 助 率 1/2

(2)災害経営資金等利子補給費補助金 128

・融 資 枠 70,000千円

・融 資 対 象 施設復旧費

・融資限度額 600万円

・融 資 期 間 ７年以内（うち据置２年以内）

・融 資 利 率 0.7％

・債務負担行為限度額 1,841千円

2 被害農業生産施設撤去緊急支援事業費 3,667

・補助対象 被害農業生産施設（被害程度70％以上）の撤去

・補 助 率 1/2

3 被災農業者向け経営体育成支援事業費（農業生産施設）

111,150

・補助対象 被害農業生産施設の再建・修繕

・補 助 率 国 3/10、県 3/10、市町村 1/10

15多 面 的 機 能 支 払 156,556 農業・農村の多面的機能を維持・発揮するための地域共同活動

事 業 費 への助成等に要する経費の補正

（補正前） 363,000 →（補正後） 519,556

1 多面的機能支払交付金 147,666

(1)農地維持支払 64,201

(2)資源向上支払 83,465

2 多面的機能支払推進交付金 8,890

〔県土整備部〕

16緊急防災・減災対策 1,000,000 災害に強い県土づくりの推進のための緊急防災・減災対策事業

事 業 費 の実施に要する経費の補正

（補正前） 1,500,000 →（補正後） 2,500,000

1 道 路 590,000

2 河川・砂防 410,000

17県 単 公 共 事 業 費 1,000,000 記録的な大雨等を踏まえた、社会資本の適切な維持管理に要す

る経費の補正

（補正前） 7,379,960 →（補正後） 8,379,960

1 道 路 900,000

2 河川・砂防 100,000

18公共事業関連調査費 200,000 防災・減災対策の推進に向けた、交付金事業の円滑な導入等の

ための測量、設計等に要する経費の補正

（補正前） 627,344 →（補正後） 827,344

1 道 路 140,000

2 河川・砂防 60,000

19県 単 土 木 事 業 費 県単土木事業の平準化を図るための債務負担行為（ゼロ県債）

（債務負担行為） 2,000,000

〔教育委員会事務局〕

20しもつけ風土記の丘 75,081 しもつけ風土記の丘資料館の下野市への移管に向けた改修等に

資 料 館 改 修 費 要する経費

21な す 風 土 記 の 丘 87,808 なす風土記の丘資料館の那珂川町への移管に向けた改修等に要

資 料 館 改 修 費 する経費

〔警察本部〕

22交通情報板整備費 70,860 交通情報板の更新に要する経費

・更新数 ３基

23新型携帯用無線機等 71,490 警衛、警備等の警察活動に使用する携帯用無線機等の更新に要

整 備 費 する経費

1 新型携帯用無線機整備費 49,077

2 特殊事件捜査装備資機材整備費 22,413

２ 平成26年度栃木県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

県央浄化センターの管理を包括的民間委託の受託者に行わせるため、その契約のための債務負担行為を追

加する必要があることから、平成26年度栃木県流域下水道事業特別会計予算を補正しようとするものである。

（単位 千円）

事 項 名 限 度 額 説 明

鬼 怒 川 上 流 流 域 2,146,000 県央浄化センターの管理を包括的民間委託の受託者に行わせる

下 水 道 管 理 費 ための契約に係る債務負担行為

（ 中 央 処 理 区 ） ・期間 平成27年度から平成29年度まで

３ 平成26年度栃木県用地造成事業会計補正予算（第１号）

今回の補正予算は、みぶ羽生田産業団地の分譲に伴う企業債の繰上償還等及び足利市における産業団地開

発の事業実施の検討に必要な調査等に要する経費の補正に伴うものであり、その内容は次のとおりである。

（単位 千円）

収 入 支 出

区 分
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17県 単 公 共 事 業 費 1,000,000 記録的な大雨等を踏まえた、社会資本の適切な維持管理に要す

る経費の補正

（補正前） 7,379,960 →（補正後） 8,379,960

1 道 路 900,000

2 河川・砂防 100,000

18公共事業関連調査費 200,000 防災・減災対策の推進に向けた、交付金事業の円滑な導入等の

ための測量、設計等に要する経費の補正

（補正前） 627,344 →（補正後） 827,344

1 道 路 140,000

2 河川・砂防 60,000

19県 単 土 木 事 業 費 県単土木事業の平準化を図るための債務負担行為（ゼロ県債）

（債務負担行為） 2,000,000

〔教育委員会事務局〕

20しもつけ風土記の丘 75,081 しもつけ風土記の丘資料館の下野市への移管に向けた改修等に

資 料 館 改 修 費 要する経費

21な す 風 土 記 の 丘 87,808 なす風土記の丘資料館の那珂川町への移管に向けた改修等に要

資 料 館 改 修 費 する経費

〔警察本部〕

22交通情報板整備費 70,860 交通情報板の更新に要する経費

・更新数 ３基

23新型携帯用無線機等 71,490 警衛、警備等の警察活動に使用する携帯用無線機等の更新に要

整 備 費 する経費

1 新型携帯用無線機整備費 49,077

2 特殊事件捜査装備資機材整備費 22,413

２ 平成26年度栃木県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

県央浄化センターの管理を包括的民間委託の受託者に行わせるため、その契約のための債務負担行為を追

加する必要があることから、平成26年度栃木県流域下水道事業特別会計予算を補正しようとするものである。

（単位 千円）

事 項 名 限 度 額 説 明

鬼 怒 川 上 流 流 域 2,146,000 県央浄化センターの管理を包括的民間委託の受託者に行わせる

下 水 道 管 理 費 ための契約に係る債務負担行為

（ 中 央 処 理 区 ） ・期間 平成27年度から平成29年度まで

３ 平成26年度栃木県用地造成事業会計補正予算（第１号）

今回の補正予算は、みぶ羽生田産業団地の分譲に伴う企業債の繰上償還等及び足利市における産業団地開

発の事業実施の検討に必要な調査等に要する経費の補正に伴うものであり、その内容は次のとおりである。

（単位 千円）

収 入 支 出

区 分

補 正 前 の 額 補 正 額 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計

収 益 的 収 支 1,600,000 5,000,000 6,600,000 5,707,000 4,322,835 10,029,835

資 本 的 収 支 1,711,000 1,711,000 3,159,000 3,030,000 6,189,000

計 3,311,000 5,000,000 8,311,000 8,866,000 7,352,835 16,218,835

（財政課）
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補 正 前 の 額 補 正 額 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計

収 益 的 収 支 1,600,000 5,000,000 6,600,000 5,707,000 4,322,835 10,029,835

資 本 的 収 支 1,711,000 1,711,000 3,159,000 3,030,000 6,189,000

計 3,311,000 5,000,000 8,311,000 8,866,000 7,352,835 16,218,835

（財政課）

○入札公告（特定調達公告）

次のとおり一般競争入札に付する。

平成26年10月17日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 入札に付する事項

⑴ 購入等件名及び数量 携帯用無線電話機 187式

⑵ 購入物品の特質等 入札説明書による。

⑶ 納入期限 平成27年３月31日

⑷ 納入場所 栃木県警察本部

２ 入札に参加する者に必要な資格

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。

⑵ 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｃ電気器具、カメラ類又は大

分類Ｅ精密機械類の入札参加資格を有するものと決定された者であること。

⑶ 平成26年11月27日から同月28日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平

成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３ 入札の手続等

⑴ 契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒320 8510 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号 栃木県警察本部警務部会計課調度係-

電話028 621 0110（内線2253）- -

⑵ 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成26年10月17日から同年11月26日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後

５時まで⑴の場所において交付する。

⑶ 入札及び開札の日時及び場所

ア 入札書の受領期限及び提出場所

平成26年11月27日午後５時 ⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便

で⑴の場所へ郵送すること。）

イ 開札の日時及び場所 平成26年11月28日午前10時 栃木県警察本部２階入札室

⑷ 入札方法 １の⑴の件名で総価で入札に付する。

⑸ 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分８に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑹ その他

入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。

ア 入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法

平成26年10月17日から同年11月26日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午

後５時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送

すること。）

イ 確認結果の通知 平成26年11月26日までに通知する。

４ その他

⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除

⑶ 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、納入しようとする製品のメーカー名、品名

等を記載した一覧表を平成26年11月27日午後５時までに提出しなければならない。なお、提出された書類

について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

⑷ 審査 栃木県警察本部警務部会計課長が、入札者が提出した⑶の書類を審査し、会計課で交付する仕様

書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであると判断した入札者の入札書

調 達 等 公 告
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○入札公告（特定調達公告）

次のとおり一般競争入札に付する。

平成26年10月17日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 入札に付する事項

⑴ 購入等件名及び数量 携帯用無線電話機 187式

⑵ 購入物品の特質等 入札説明書による。

⑶ 納入期限 平成27年３月31日

⑷ 納入場所 栃木県警察本部

２ 入札に参加する者に必要な資格

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。

⑵ 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｃ電気器具、カメラ類又は大

分類Ｅ精密機械類の入札参加資格を有するものと決定された者であること。

⑶ 平成26年11月27日から同月28日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平

成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３ 入札の手続等

⑴ 契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所

〒320 8510 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号 栃木県警察本部警務部会計課調度係-

電話028 621 0110（内線2253）- -

⑵ 入札説明書の交付期間及び交付場所

平成26年10月17日から同年11月26日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後

５時まで⑴の場所において交付する。

⑶ 入札及び開札の日時及び場所

ア 入札書の受領期限及び提出場所

平成26年11月27日午後５時 ⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便

で⑴の場所へ郵送すること。）

イ 開札の日時及び場所 平成26年11月28日午前10時 栃木県警察本部２階入札室

⑷ 入札方法 １の⑴の件名で総価で入札に付する。

⑸ 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分８に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑹ その他

入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。

ア 入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法

平成26年10月17日から同年11月26日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午

後５時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送

すること。）

イ 確認結果の通知 平成26年11月26日までに通知する。

４ その他

⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除

⑶ 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、納入しようとする製品のメーカー名、品名

等を記載した一覧表を平成26年11月27日午後５時までに提出しなければならない。なお、提出された書類

について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

⑷ 審査 栃木県警察本部警務部会計課長が、入札者が提出した⑶の書類を審査し、会計課で交付する仕様

書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであると判断した入札者の入札書

のみを落札決定の対象とする。

⑸ 入札の無効 ２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった

者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに

掲げる入札に係る入札書は、無効とする。

⑹ 落札者の決定方法 ⑷の審査により落札決定の対象となった入札者であって、栃木県財務規則第154条

の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。

⑺ 契約書の作成の要否 要

⑻ その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

Nature and quantity of the products to be purchased:⑴

Portable wireless telephone 187set

⑵ Time and Date of bidding:

5:00 p.m.,November 27,2014

⑶ Information is available at:

Supplies and Furnishing Section

Finance Division Department of Police Administration Tochigi Police Headquarters

1-1-20 Hanawada,Utsunomiya,Tochigi 320-8510 TEL 028-621-0110（extension2253）

（警察本部会計課）


